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令和７年２月 松本市農業委員会 定例総会 議事録 

 

１ 日  時    令和７年２月２８日（金）午後１時３０分から午後３時４０分 

 

２ 場  所    松南地区公民館 大会議室 

 

３ 出席委員 

 (1) 農業委員 ２５人   １番 百瀬 泰紀     ２番 小林 節夫 

              ３番 柳澤 一向     ４番 武井 茂善 

              ５番 中川  敦     ６番 久保 節夫 

              ７番 松田 和久     ８番 河西 穂髙 

              ９番 丸山 茂実    １０番 矢嶋 壽司 

             １１番 御子柴清市    １２番 塩原 秀俊 

             １３番 田中 悦郎    １４番 細江 弘光 

             １５番 塩原 俊昭    １６番 松尾 英志 

             １７番 濵   博    １８番 齋藤 勝幸 

             １９番 奥原 邦義    ２０番 倉科 孝明 

             ２１番 塩原  至    ２２番 古畑 英俊 

             ２３番 二村 喜子    ２４番 上條信太郎 

             ２５番 山田 久子 

 

 (2) 推進委員  ８人  推１番 原  弥生    推２番 小笠原鉄夫 

             推３番 梶原 知子    推４番 古家 豊和 

             推５番 百瀬 文仁    推８番 石川 克彦 

            推１６番 丸山 貴久   推１８番 百瀬 一郎 

 

４ 欠席委員 

 (1) 農業委員  １人  ２６番 村山さえ子 

 (2) 推進委員 １０人  推６番 赤羽 武史    推７番 上杉 壽和 

             推９番 横山 竜大   推１０番 手塚 稔幸 

            推１１番 中野 浩史   推１２番 横山 泰治 

            推１３番 清水 麻未   推１４番 原口 知明 

            推１５番 平林 章司   推１７番 太田  稔 

 

５ 議  事（農地に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 農用地利用集積計画の決定の件……………………（議案第２９９号～第３０２号） 

   イ 農用地利用集積等促進計画案について意見聴取する件…………（議案第３０３号） 

   ウ 農地法第３条の規定による許可申請許可の件……（議案第３０４号～第３１３号） 

   エ 農地法第４条の規定による許可申請承認の件……（議案第３１４号、第３１５号） 

   オ 農地法第５条の規定による許可申請承認の件……（議案第３１６号、第３１７号） 

   カ 相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件………………………（議案第３１８号） 
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   キ 引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件 

                         ………（議案第３１９号、３２０号） 

 (2) 報告事項 

   ア 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件 

   イ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 

   ウ 農地法第４条の規定による届出の件 

   エ 農地法第５条の規定による届出の件 

 

６ 議  事（その他農業委員会業務に関する事項） 

 (1) 協議事項 

   「松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の見直しについて 

 (2) 報告事項 

   ア 山林化農地に関する非農地判断の結果について 

   イ 令和６年度農地所有適格法人の要件等確認結果について 

   ウ 令和７年度農業委員会行事予定（案）について 

   エ 主要会務報告並びに当面の予定について 

 

７ その他 

 

８ 出席職員 農業委員会事務局    局  長  小岩井 淳 

          〃        局長補佐  上條  仁 

          〃        係  長  草田 崇博 

          〃        主  任  藤井 勇太 

          〃        主  事  田中 瑞恵 

          〃        事 務 員  丸山 裕子 

       農 政 課       課長補佐  川村 昌寛 

          〃        主  任  望月 敬弥 

          〃        主  事  城生 涼風 

       松本農業農村支援センター主  査  山戸 香織 

 

９ 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２７条第３項により成立 

 

10 会長あいさつ  田中会長 

 

11 議長就任    松本市農業委員会総会会議規則第３条により田中会長が議長に就任 

 

12 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕 １６番 松尾 英志 委員 

                    １７番 濵   博 委員 

          〔書記〕上條局長補佐、草田係長 

 

13 会議の概要 
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議  長     次第に沿って、まず農地に関する事項から議事を進めてまいります。 

         初めに、議案第２９９号 農用地利用集積計画の決定の件について上程い

たします。 

         別冊の総会資料をお手元にご準備ください。 

         それでは、議案に掲載されている新規就農者について、事務局から説明を

お願いします。 

         丸山事務員。 

 

丸山事務員    農業委員会事務局の丸山です。 

         今月の新規就農者の説明をさせていただきますので、別紙資料の表紙の裏

面をご覧ください。 

         今月は、個人の方１名と法人で一団体でございます。 

         １番、○○様、住所地は新村地区、農地所在地は和田地区、１筆、 

７．９２アールを借入れ予定です。就農目的は出荷等を行う営農で、栽培

予定はブドウと伺っております。販売品目はブドウ、出荷先はＪＡ、販売

量は約１００キロ、販売額は約３０万円を見込んでいらっしゃいます。農

業従事者はご本人お一人、農業経験としては、和田地区で５年ほどブドウ

の栽培をされていたそうです。借り入れた農地へは約１キロ、自動車で５

分ほどかかります。ＪＡより知識、技術を習得し、今後は現状維持を希望

されています。議案は２ページ、２６番に該当いたします。署名は新村地

区、細江農業委員、手塚推進委員、和田地区、塩原農業委員、中野推進委

員にいただいております。 

         ２番、○○様、法人所在地、農地所在地ともに和田地区、１筆、 

１６．１１アールを借入れ予定です。就農目的は出荷等を行う営農で、栽

培予定はネギと伺っております。販売品目はネギ、出荷先はＪＡ、販売量

は約１，５００キロ、販売額は約６０万円を見込んでいらっしゃいます。

農業従事者はお一人、農業経験としては、和田地区で８年ほどネギの栽培

をされていたそうです。農業法人より知識、技術を習得し、今後は経営規

模の拡大を希望されています。議案は７ページ、農用地利用集積計画一覧

表第１８条２項６号関係の１番に該当いたします。署名は和田地区、塩原

農業委員及び中野推進委員にいただいております。 

         今月の新規就農者は以上です。お願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま新規就農者の説明に対しまして地元の委員から補足説明をお願い

します。 

         １番、２番通じまして、塩原委員、お願いします。 

 

塩原（俊）農業委員 まず、１番の○○さんでありますけれども、住所地は新村ですけれども、

圃場和田になりますので、私のほうから報告させていただきます。 

         この○○さんは、年齢が７３歳ということで、ちょっとご高齢なんですけ

れども、実は建築関係、板金業をずっと長く営んでおりまして、その板金
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業のほうの経営を息子さんに引き継いだということで、その後、かねてか

ら非常に興味のあったブドウ栽培を始めてみたいと、こういうことで、意

欲的に取り組まれるお話を伺ってきました。 

         ブドウというのは、苗を植えてから成木になるまで４、５年を要するとい

うことで、７８歳ぐらいになっちゃうんじゃないかということで、ちょっ

と心配をしたんですけれども、ご本人は非常に意気揚々とやる気満々とい

うようなお話をお聞きしてきました。 

         技術的にどうかなということで、ちょっと心配していたんですけれども、

この○○さん、出身が生坂村だそうです。生坂村のブドウ栽培の研修制度

に参加して、ブドウのほうの栽培の技術、知識は持っているということで

した。 

         それから、ハイランドの今井支所の果樹を担当の技術員の方ともしっかり

コンタクトを取って、その指導を受けながらやっていきたいということで、

もう既に雨よけの立派な施設といいますか、そういったようなものも造ら

れておりまして、あとはブドウの苗を植えるだけというような状態の圃場

も見てきました。 

         ご本人は、年齢は高齢ですけれども、非常に意欲的にやっていこうという

意思を示しておりましたので、そういうことなら、末永く見極めていきた

いと、こんなようなことで感じてきました。 

         それから、議案番号２番の○○の件ですけれども、こちらは和田で稲作を

中心とした一番大手の○○というところがあるんですけれども、その○○

の経営者、○○さんという方とその息子さん２人の３人で○○というとこ

ろをやっているんですけれども、その次男の方が今回、水稲経営から独立

して、新たな事業展開をしていきたいということで、白ネギだとか、ブロ

ッコリーだとか、サニーレタス、そっちのほうのものを始めたいというこ

とで、○○からのれん分けというふうな形で始めるということで計画をし

ているようです。 

         既に年齢は、○○さんの○○さんですけれども、３７歳ということで、非

常に若くて、非常に意欲的に新規部門を拡大していきたいと、こういう意

欲を持っておられる方ですんで、全然問題ないかなというふうに思ってい

ます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、農政課から議案の説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 農政課の城生です。 

         今回特記事項はございませんので、議案の説明のほうをさせていただきま

す。 

         着座にて失礼いたします。 

         別冊資料の１ページ目をご覧ください。 
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         ５－（１）－ア、農用地利用集積計画決定の件、議案第２９９号です。 

         合計のみ申し上げますので、１５ページをご覧ください。 

         合計申し上げます。 

         合計、一般、筆数１７８筆、貸付け１０８人、借入れ５５人、面積 

２６万８，９１２．８２平米。 

         経営移譲、筆数５筆、貸付け１人、借入れ０人、面積１，１９０平米。 

         利用権移転、筆数１１筆、貸付け４人、借入れ３人、 

面積１万２，１１９平米。 

         所有権の移転、筆数９筆、貸付け４人、借入れ４人、 

面積１万１，２３１平米。 

         第１８条２項６号関係、筆数９筆、貸付け４人、借入れ４人、 

面積１万２，４２１平米。 

         農地中間管理権の設定（一括方式機構集積関係）、筆数９５筆、貸付け 

５９人、借入れ１人、面積１４万３，０４７平米。 

         農地中間管理権の設定（一括方式機構配分関係）、筆数９０筆、貸付け 

１人、借入れ３９人、面積１３万６，０４１平米。 

         合計、筆数３９７筆、貸付け１８１人、借入れ１０７人、 

面積５８万４，９６１．８２平米。 

         当月の利用権設定全体のうち認定農業者への集積は、筆数１８３筆、面積

２８万１，２９４．９４平米、集積率は６５．４９％。 

         議案第２９９号は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明に対しまして農業委員、推進委員の皆様から質問、意見等

ありましたら、お出しをお願いいたします。 

         小林委員。 

 

小林農業委員   所有権移転関係、資料７ページですけれども、その中で機構から○○さん

という方に３月１７日に引渡しとなっているんですけれども、それで利用

内容がブドウを作るということで、この機構の人から来て、私も説明を受

けたんですけれども、その中で、これからやっていけばいいんだけれども、

これからできなくて、それで５年とか年数は多分ないと思うけれども、結

果的にブドウを作ろうと思って所有権移転したんだけれども、田んぼにま

た貸せることができるのか。もう所有権移転して、ブドウを作るって農地

利用するんだけれども、自分で水稲をやっていけばいいけれども、その貸

せられるか貸せられないのかっていうのは、この資料と質問の趣旨違うか

もしれないけれども、今後の利用する面で、私も疑問なもんですから、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

 

議  長     あれですか、小林委員。要するに、７ページの４番の方ですかね。 

 

小林農業委員   ４番だね。 
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議  長     ４番の方ですね。 

 

小林農業委員   はい。 

 

議  長     ○○さんがここでは売買による案件で、ブドウということになっているが、

ブドウはできない可能性があるから、田んぼになる可能性がある。 

 

小林農業委員   今、水田なんだよね。 

 

議  長     今、水田。はい。 

 

小林農業委員   そこでブドウを作りたいということで、３反歩もあるので、やっぱりちょ

っと棚造るにも結構費用かかると思うんだよね。それで、ちょっと違った

ところにも１反歩ぐらいの不耕作、緑ぐらいか、挙がっているところがあ

って、それをこの間見てきたら、重機入れて作るようにしているらしいけ

れども、ちょっとその３反歩ぐらいの田んぼのところが今後心配なので、

いや、ブドウでも、そういう果樹でもやっていってくれればいいけれども、

やれなくなったときに、また機構を通じてほかの認定農業者とかそういう

のに貸せられるという、その権利関係だよね。 

 

議  長     整理すると、○○さんは現状、水田なんだけれども、そこへこの申請とい

うか、売買による所有権の移転の中で、ブドウにしたと出ているんだが、

現状そういうことが難しい可能性もあるが、そこでどういったものかとい

うことですか。 

 

小林農業委員   うん。それで３条でただいま所有権移転すれば、ある程度、５年とか１０

年は自分でやっていかなきゃいけない。人に作業委託はいいけれども、利

用権とか相対でも貸せることはできない。でも、機構のほうを通じてやれ

ば、そういうのは可能かどうなのか。 

 

議  長     分かりました。 

         城生さん、お願いします。 

 

城生（農政課）主事 すみません、３条の売買と公社の売買、基本的な考え方は一緒になって

いるので、売買して、買った場合、基本的にはご本人さんが耕作するって

いうことで買われていると思うので、基本的には貸付けできないような形

になるんですけれども、それなりの理由がある場合、可能と認められる場

合については、機構を通して貸し付けることは可能になっています。 

         理由というのが、例えば怪我をされたりとかで、もう完全に耕作できない

とか、そういった理由があって、ちょっと農業委員のほうとかとも話をし

て、可能だっていうことが認められれば、貸付けは可能なものになってい
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ます。 

 

議  長     よろしいですか。 

         そういうことで、たとえそういうふうになったときには、またそれぞれの

対応の中で、不可抗力的な事案が出れば、契約を結んで借りることもでき

る、可能だっていうことですね。 

         それで、ただ、ここへ出てきたものについては瑕疵がないので。 

 

小林農業委員   これはいいけれども。 

 

議  長     ええ。そういう心配があるっていうことですね。 

 

小林農業委員   機構とか３条をやらないで貸し借りっていうのが実際ありますね。そうや

ったときに、正規に契約してくださいよっていうのはこっちから言えるけ

れども、特に農地の貸し借りで、罰則とか、地主が問題提起しなければト

ラブルにはならないけれども、農地の貸し借りというのは、基本的に公社

を通して借りるのが正規ですよね。でも、実際に通さないで借りていると

ころもありますね。それはその地主とか耕作者が違反しなきゃ、こっちほ

うから問題提起して、ちゃんと正規のルートでこれやってくださいって言

うのも何なんだけれども、今後の○○さんの在り方だけれども、一応そう

いうのはどうなのか。 

 

議  長     整理すると、やっぱり我々の預かり知らないっていうところは、当然この

言い方が果たしていいか悪いかは別として、そういう場面も当然出てくる

んだろうし、ただ、この今、機構を使った売買については、書類的瑕疵も

ないし、今、小林委員さんおっしゃるように、そういう懸念もあるんだけ

れども、この契約自体というか、これについては瑕疵がないっていうこと

です。 

 

小林農業委員   うん。 

 

議  長     ね。それで、やはり我々の立場として、そういうのを見ながら、やはり注

意を払いながら、もしイレギュラーな場面があれば、我々も相談に乗る必

要あるんだろうし、やっぱりこういう事務局とも話をしながらやるという

ことになってくると思いますがね。 

 

小林農業委員   はい。 

 

議  長     それで、今、話に出たので、今後は今、城生さんは人事異動でどこ行っち

ゃうか分からないが、この４月以降はこの事務局の一員で今みたいな説明

して、すぐリンクしていくということになります。 

         ただ、この契約自体は、やはり瑕疵がないけれども、その辺も注意して、
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いろいろなイレギュラーな場面になれば、又貸しでもないけれども、そう

いうまた事務局と相談して、そういう貸し借りもできるということです。 

 

小林農業委員   そうだね、報告事項だね。 

 

議  長     はい。また整理させていただきます。 

 

小林農業委員   分かりました。 

 

議  長     ほかに。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですかね。 

         ほかにご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         以降、この農地に関する議案については、農業委員の方を対象に伺います

ので、お願いいたします。 

         議案第２９９号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         続きまして、議案第３００号 農用地利用集積計画の決定の件について上

程いたしますが、参与の制限の規定により、山田委員には退室をお願いい

たします。 

 

（山田農業委員 退席） 

 

議  長     それでは、農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第３００号です。 

         合計のみ申し上げます。 

         １６ページをご覧ください。 

         合計、筆数１筆、貸付け１人、借入れ１人、面積３，００６平米。 

         議案第３００号は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明に対しまして全ての委員の皆様から質問、意見等を伺いま

す。ある方は挙手をお願いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第３００号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         山田委員の入室をお願いいたします。 

 

（山田農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第３０１号 農用地利用集積計画の決定の件について上

程いたしますが、本件も委員に関係する案件でありますので、丸山委員に

は退室をお願いいたします。 

 

（丸山農業委員 退席） 

 

議  長     農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第３０１号です。 

         同じく１６ページご覧ください。 

         合計のみ申し上げます。 

         合計、筆数４筆、貸付け１人、借入れ１人、面積８，５９３平米。 

         上記利用権設定のうち認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第３０１号は以上です。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第３０１号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 
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議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         丸山委員の入室をお願いいたします。 

 

（丸山農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第３０２号 農用地利用集積計画の決定の件について上

程いたしますが、本件も委員に関係する案件でありますので、古畑委員に

は退室をお願いいたします。 

 

（古畑農業委員 退席） 

 

議  長     農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第３０２号です。 

 

         １７ページご覧ください。 

         合計のみ申し上げます。 

         合計、筆数２筆、貸付け１人、借入れ１人、面積１，４１９平米。 

         上記利用権設定のうち認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第３０２号は以上です。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして全ての委員の皆様から質問、意見等ありまし

たら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第３０２号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         古畑委員の入室をお願いいたします。 

 

（古畑農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第３０３号 農用地利用集積等促進計画案について意見

聴取する件について上程いたします。 
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         農政課から説明をお願いします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、１８ページをご覧ください。 

         ５－（１）－イ、農用地利用集積等促進計画案について意見聴取する件、

議案第３０３号です。 

         合計のみ申し上げます。 

         合計、筆数２０筆、貸付け１９名、借入れ１３名、面積５万２，８３３平

米。 

         議案第３０３号は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明に対しまして全ての委員の皆様から質問、意見等ありまし

たら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、集約いたします。 

         議案第３０３号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         続きまして、議案第３０４号から３１３号 農地法第３条の規定による許

可申請許可の件、１０件について上程します。 

         事務局から一括説明をお願いします。 

 

上條局長補佐   議長。 

 

議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   それでは、総会資料の１ページご覧ください。 

         農地法第３条の規定による許可申請について説明いたします。 

         議案第３０４号から３０７号は、農業経営規模拡大のため、所有権移転す

るものです。 

         議案第３０８号は、新規就農のため、所有権を移転するものです。 

         議案第３０９号、３１０号は、農業経営規模拡大のため、所有権を移転す

るものです。 

         ２ページをお願いいたします。 

         議案第３１１号、３１２号は、新規就農のため、所有権を移転するもので



12 

す。 

         議案第３１３号は、農業経営規模拡大のため、所有権移転するものです。 

         参考資料として、新規就農者の情報を３ページに掲載しております。ご覧

ください。 

         以上１０件につきましては、農地法第３条第２項の各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

         ご審議をお願いいたします。 

 

議  長     それでは、地元委員の意見を求めます。 

         ３０４号、島内、松尾委員。 

 

松尾農業委員   ３０４号につきましては、現況畑の移転ということで、○○さんから○○

さんということになります。○○さんにつきましては、土地のある場所と

住んでいるところが約４、５キロあり、遠地ということで、現在、草地に

なっているというような状況なものですから、それを○○さんに売渡しし

て、耕作してもらうというような形になるかというふうに思っています。

○○さんは申請地の隣に住居を構えていますので、何ら耕作するにつきま

しては問題なく済むかなというふうに思っています。 

以上です。 

 

議  長     位置図が皆さんのところに行っていると思いますが、参考に併せて見てく

ださい。 

         次、３０５号、矢嶋委員。 

 

矢嶋農業委員   申請地は、譲受人の○○さんが以前から借りて作っていたということで、

所有者の○○さん、後継者全員女性ということで、もう農業をやるつもり

はないということでありますので、○○さんは○○という法人も経営をし

ておりますので、譲渡しについて問題はないというふうに考えます。 

 

議  長     それでは、３０６号、３０７号、今井ですので、私のほうから説明します。 

         ３０６号は、○○さんがリンゴ作っていまして、そこが腐乱病で、もう手

に負えなくなっているところを隣地の○○さんが管理するといことで、問

題ないと思います。 

         ３０７号は、この○○さんは東京で○○をやっていた方で、新規就農で５

年目。その方が○○さんの先代の方の居住しているところを借りて、一生

懸命新規就農者として頑張っていらっしゃる方で、大変いいことだと思い

ます。 

         それでは、３０８号、小林委員。 

 

小林農業委員   ３０８号ですが、譲渡人の○○さんという方が高齢で、他県へ行くという

ことで、その住宅と横にある農地を○○に今住んでいる○○さんという方

が購入か譲渡してもらって住宅に住むといことで、隣は、農地といっても、
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７０坪ぐらいで狭いところで、その住宅の隣の農地ということですので、

その住宅を買って移住して来るということで、ついでに農業をやるという

ふうな感じですが、農地取得には差し支えないと思います。 

 

議  長     ３０９号、齋藤委員。 

 

齋藤農業委員   ○○さんは、夫が亡くなり、１人で畑をやることができなくなり、このま

までは耕作放棄地化するので、近くに住む○○さんが在来のソバを作りた

いということで、所有権移転をするものであります。○○さんの趣味は、

○○の○○でもあり、地域観光の一翼を担うバイタリティー豊かな青年で

す。問題はないと思います。 

 

議  長     ３１０号、奥原委員。 

 

奥原農業委員   ３１０号については、○○さんの自宅を○○さんが去年購入しまして、そ

の隣に付随する農地がありまして、それを耕作したいということで、自宅

を買ったことから隣に農地があったということで、自家用野菜をやりたい

といことのようです。問題はないと思いますので。 

 

議  長     ３１１号、３１２号、倉科委員。 

 

倉科農業委員   議案３１１号ですけれども、梓川梓にお住まいの○○さんが○○さんのご

所有でありました宅地と、併せまして農地も同時に購入したいという希望

でありました。２筆ありまして、畑につきましては、自家消費用に野菜、

根菜類等作付したい。それから、水田につきましては、水稲作付け予定で

すけれども、昨年まで○○でありました○○さんに技術的なご指導をお願

いするというふうに聞いておりますので、いずれにしましても自家消費目

的でありますので、特段の問題はないかと考えております。 

         続いて、議案３１２号です。梓川倭にお住まいの○○さんが○○さんの農

地１筆、１，０１５平米を購入したいという希望です。現況は、これまで

の方が畑として利用されている水田で、自家消費用に野菜ですとか果樹を

今後作付したいとおっしゃっておりました。ただ、自然農法で栽培すると

いうふうにおっしゃっておりましたので、周辺の迷惑にならないよう、草

刈りを徹底するということでご指導させていただいているのと、あと○○

さんご自身は○○を営まれているということでありまして、昨年もこの話

の申請書が上がる前に私のところにも１回来たことがありましたので、農

地は基本的には農地として利用することが大前提ですよということで再三

お話はさせていただいております。自家消費目的ということであれば、面

積的にも適当でありますので、今後も動向を注視していくというふうに考

えてございます。 

         以上です。 
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議  長     続きまして、３１３号、塩原至委員。 

 

塩原（至）農業委員 場所は、○○の近くであります。この○○さんの畑につきまして、○○

さんがずっと栽培をしておりました。○○さんにつきましては、○○の○

○を何期もやっておりますので、購入しても、また農地をそのまんま維持

していく方だと思いますので、問題ないものと思います。 

 

議  長     続きまして、全体を通じまして全ての委員から意見を聞きますので、発言

のある方はお願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、農地法第３条の規定による案件、１０件につい

て、一括して集約します。 

         農業委員に聞きますが、議案第３０４号から３１３号について、原案どお

り許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり許可することとします。 

         続きまして、議案第３１４号及び３１５号 農地法第４条の規定による許

可申請承認の件、２件について上程します。 

         事務局から一括説明をお願いします。 

 

藤井主任     議長。 

 

議  長     藤井主任。 

 

藤井主任     農業委員会事務局の藤井です。説明をいたします。 

         議案書４ページをお願いいたします。 

         農地法第４条の規定による許可申請の件、ご説明をいたします。 

         議案第３１４号、転用目的は住宅敷地（通路、倉庫）です。こちら、やむ

を得ないものとして追認申請となっております。 

         続きまして、議案第３１５号、転用目的は農業用施設（農機具格納庫）で

す。こちらは農振用途済みの案件となっております。 

         以上、これらの案件につきましては、内容は議案書のとおりとなります。 

         一般基準等の各要件を満たしていると判断しております。よろしくお願い

いたします。 

 

議  長     地元農業委員の意見を求めます。 

         ３１４号、今井ですので、私から言います。先ほど議案第３０７号で言い

ました○○さんが住んでいらっしゃる建物があって、それを４条で取得す
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るものです。追認案件ですが、もう隔離された場所でありますし、ほかに

用途ありませんので、致し方ないと判断をいたしました。 

         続きまして、３１５号、倉科委員。 

 

倉科農業委員   今回、○○さんがご自身所有の農地４０８平米に農業用施設、乾燥施設で

すとかそういったものを含めまして、そういったものを建築したいという

ことで、転用の申請が上がってきたものです。場所は○○集落の一角で、

本人所有の住宅に隣接した農地になります。位置図資料の９ページを見て

いただきますと、今回の申請地の奥に見える宅地、これ、北向きになるの

ですけれども、北側が本人の所有の宅地です。東側は本人所有の農地があ

りまして、西側には道路、南側、手前に見える畑ですけれども、こちらは

第三者の農地ということで、これらに囲まれた狭小な農地であります。周

辺農業への影響は特に考えられないことと、農業経営上必要な施設である

ということを踏まえまして、本件における転用はやむを得ないものと考え

ております。 

         なお、○○さんも稲作農家でありまして、地域の担い手として頑張ってお

られます。 

         以上です。 

 

議  長     それでは、現地を見ていただいた矢嶋委員に意見を求めます。 

 

矢嶋農業委員   まず、３１４号ですけれども、ちょうど宅地の西側に道路がありまして、

その道路からの入り口が今回申請のある通路ということで、その奥に建物

が建たっておりますけれども、もうこれは昔からの古い建物ということで、

４条申請、これはやむを得ないものと考えます。 

         それから、３１５号でありますけれども、先ほど倉科委員さんのおっしゃ

ったとおりであると思います。特に農機具格納庫、そこに造る必要性があ

るということと、周りの農業へ影響ないというふうに考えますので、これ

もやむを得ないものと考えます。 

 

議  長     それでは、全ての委員に意見等、求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、農地法第４条の規定による案件、２件について、

一括して集約します。 

         農業委員に聞きますが、議案第３１４号及び３１５号について、原案どお

り承認することに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することといたします。 
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         続きまして、議案第３１６号から３１７号 農地法第５条の規定による許

可申請承認の件、２件について上程します。 

         事務局から説明をお願いします。 

 

藤井主任     議長。 

 

議  長     藤井主任。 

 

藤井主任     それでは、議案書の５ページをお願いいたします。 

         農地法第５条の規定による許可申請承認の件、説明をいたします。 

         議案第３１６号、転用目的は農業用施設（倉庫・駐車場）です。 

         続きまして、議案第３１７号、転用目的は住宅です。 

         以上、これらの案件につきましては、内容は議案書のとおりとなります。 

         一般基準等の各要件を満たしていると判断しております。よろしくお願い

いたします。 

 

議  長     地元農業委員の意見を求めます。 

         ３１６号、百瀬委員。 

 

百瀬農業委員   ３１６号ですけれども、この譲受人の○○さんですけれども、お住まいは

○○に住んでいるということです。それで、１ヘクタールほどのブドウを

○○地区で栽培しているということで、近くに農業用の倉庫と駐車場が必

要だということで、四、五か所候補地を当たったのですけれども、ここし

か適合するところがなかったということで、赤穂さんからこの土地を譲り

受けるというものです。 

         それで、別添の位置図資料１０ページを見ていただきたいのですけれども、

東側を向いて撮影されておりますけれども、東側にも、東側は住宅になっ

ていますけれども、住宅の手前のところに○○さんの農地があります。そ

れで、四方が全部農地に囲まれているということで、この農地の右側のほ

うですね。右側のほうに道路がありまして、ここに入って行くのに進入路

が必要になるのですけれども、トラックが止まっている辺りだと思うので

すけれども、進入路はもう既に確保されているということでございます。 

         それで、四方が農地ですので、一番気になりましたのが、北側がですね、

北側も農地ですけれども、ここに建たる倉庫が幅１４メートル、高さが６．

５から７メートルあるということで、北側の農地は日影になるかなと思っ

て、その辺がちょっと気になったのですけれども、所有者、耕作者の○○

さんに確認をしていただきましたところ、耕作者の○○さんも了承してい

るということですので、特に問題はないかと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ３１７号、久保委員。 
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久保農業委員   場所は中川、国道１４３号が通る非常に便利、立地条件も問題ないところ

であります。○○さんは○○さんの娘の旦那ですので、今、梓川倭のアパ

ートに住んでいますが、家を建てたいということで、義理の母の畑に新築

したいというものです。周りは自分のところの土地と、隣接する住宅に関

しても、別に支障がある日影云々の問題ありませんので、これは問題ない

というふうに判断します。 

 

議  長     現地を見ていただいた細江委員、一括して意見を求めます。 

 

細江農業委員   ３１６号ですけれども、地元でブドウを一生懸命やっていらっしゃるとい

うことなので転用目的に対し、別に問題ないと思います。 

         ３１７番ですけれども、やむを得ないものとして見てきました。 

 

議  長     続きまして、全体を通じまして全ての委員の意見を求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、農地法第５条の規定による案件、２件について、

一括して集約します。 

         農業委員に聞きますが、議案第３１６号及び３１７号について、原案どお

り承認することに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、議案第３１８号 相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件、

１件について上程します。 

         事務局から説明をお願いします。 

 

藤井主任     議長。 

 

議  長     藤井主任。 

 

藤井主任     続きまして、６ページをお願いいたします。 

         相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件、説明をいたします。 

         議案第３１８号、惣社にお住まいの○○さんが承認を受けるものです。 

         以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     地元委員の意見を求めます。 

柳澤委員。 

 

柳澤農業委員   週末、現地に出かけて行って、○○さんはちょっと外出で会うことが出来
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なかったのですが、お母さんがいらっしゃったので、現場まで案内してい

ただきました。現場は、ブドウのハウスが全体的に造ってありまして、中

をちょっと見させていただいて、きれいにもう剪定されていて、もう春を

待つ、そんな段階でした。きちんと亡くなったお父様から相続して、自身

で農業を継続しています。 

 

議  長     この案件につきまして、全体を通じまして皆さんから意見を求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件、１

件について集約します。 

         農業委員に聞きますが、議案第３１８号について、原案どおり承認するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定します。 

         続きまして、議案第３１９号及び３２０号、引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明願承認の件、２件について上程します。 

         事務局から説明をお願いします。 

 

藤井主任     議長。 

 

議  長     藤井主任。 

 

藤井主任     ７ページをお願いいたします。 

         引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件、説明をいたします。 

         議案第３１９号、島立にお住いの○○さんが承認を受けるものです。 

         続きまして、議案第３２０号、野溝西にお住いの○○さんが承認を受ける

ものです。 

         以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     地元農業委員の意見を求めます。 

         ３１９号、濵委員。 

 

濵農業委員    ○○さんの２筆ですが、特定貸付けで耕作されておりまして、現在は２枚

とも転作の麦、作付してあります。去年は両方とも田んぼでした。その前

の年は、２年３作ですので、麦、大豆の作付けということで、滞りなく耕

作していました。 

 

議  長     ３２０号、御子柴委員。 
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御子柴農業委員  先日、○○さんにお会いしました。○○さんは○○に在籍していまして、

それと○○という伝統ある○○の振興事業の○○を務めております。人柄

は何ら問題ないと思います。 

         そして、申請の農地を見てまいりましたが、市街化区域内にございまして、

周りは病院やらアパート、住宅等もありますが、しっかり耕作しているこ

とを確認してきました。 

         以上です。 

 

議  長     全体を通じまして委員の皆様から意見を求めます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見等ないようですので、引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認

の件、２件について一括して集約します。 

         農業委員の皆さんに聞きますが、議案第３１９号及び３２０号について、

原案どおり承認することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定します。 

         続きまして、農地に関する事項の報告事項に入ります。 

         事務局から報告事項アからエについて一括説明をお願いします。 

 

上條局長補佐   議長。 

 

議  長     上條補佐。 

 

上條局長補佐   それでは、報告事項のアからエについて説明いたします。 

         これらは書類等完備しておりましたので、事務局長の専決により処理いた

しました。 

         総会資料８ページからご覧ください。 

         総会資料８ページから１０ページ、農地法第１８条第６項の規定による合

意解約通知の件、２３件、１１ページから１３ページ、農地法第３条の３

第１項の規定による届出の件、２５件、１４ページ、農地法第第４条の規

定による届出の件、４件、１５ページから１６ページ、農地法第５条の規

定による届出の件、９件。 

         以上になります。よろしくお願いします。 

 

議  長     ただいまの報告について委員の皆様から質問、意見等を求めます。 

［質問、意見なし］ 
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議  長     意見等ないようですので、これら報告事項につきましては、事務局説明の

とおりご承知おきをお願いします。 

         農地に関する事項の議事が終了しましたので、２時４０分まで休憩いたし

ますので、暫時休憩です。 

 

（休  憩） 

 

議  長     それでは、議事を再開したいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

         休憩前に引き続きまして、その他農業委員会業務に関する事項から進めて

まいります。 

         以下の議事については、推進委員の皆さんも参加をお願いいたします。 

         まず、協議事項、「松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構

想」の見直しについてを議題といたします。 

         農政課から説明をお願いいたします。 

         川村補佐。 

 

川村（農政課）課長補佐 皆さん、こんにちは。農政課の川村でございます。 

         議題に入る前に、少しご報告事項を説明させていただきたいと思います。 

         まず、冒頭、会長のほうからの挨拶にもあったかと思うんですが、いよい

よこの４月１日から地域計画というものが始まるわけでございます。この

２年間、農業委員の皆様にもご尽力いただきまして、形になって、いよい

よ３月末に公告することとなっておりますけれども、ご承知のとおり、今

日の前段でもありました農地転用、それとか農振除外もそうなんですけれ

ども、する前には、申請前に地域計画から除外する必要があるということ

が法で定められております。つまり、毎月毎月地域計画の変更を行わなけ

ればいけないと、そういったこともございますので、本件につきましての

詳細につきましては、３月の定例総会のときにまた詳しくご説明するとと

もに、皆様にもまたご協力していただかなければいけませんので、よろし

くお願いしたいと思います。 

         もう一点、この地域計画に伴いまして、今度４月１日から相対契約、農地

の相対契約ができなくなる。中間管理あるいは農地法３条になっていくと

いうこともあります。 

         それと、事務の関係なんですけれども、これ、行政改革の一環で、４月１

日から貸借業務を今、市長部局の農政課のほうで行っているところですが、

今度農業委員会のほうに移ると、事務局のほうに移ると、そういったこと

もございますので、これにつきましても、３月の定例会に併せてご説明し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

         私のほうから、冒頭に別件ですが挨拶させていただきました。 

         それでは、農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の見直しについ

ては、担当に代わりますので、お待ちください。 

 

望月（農政課）主任 農政課の望月と申します。 
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         本日ですけれども、「農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」の

見直しについてということで、資料の１７ページと、あと皆様に別冊で

「原案」と表に大きく書かれたものがあるかと思うんですけれども、その

２つを使って説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

         では、着座にて説明させていただきます。 

         まず、趣旨ということで、今回の見直しですけれども、国のほうで定めて

います農業経営基盤強化促進法というものに基づきまして、今年度ですが、

県で定めている農業経営基盤強化の促進に関する基本方針というものが見

直しになりました。それに伴いまして、松本市で定めている基本構想を見

直すものでございます。 

         こちらも地域計画同様に、構想を策定するときと変更するときに関しまし

ては、関係団体から意見聴取をすることということになっておりまして、

それもありまして、今回、農業委員会からご意見を頂戴するものとなって

おります。 

         ２の本市の基本構想の概要ですけれども、根拠法令ということで、先ほど

もお話をさせていただきましたけれども、国のほうで定めている強化の促

進法と基本要綱、それに基づきまして、県の段階では基本方針を定めてお

ります。それらを参考にして、市の段階では基本構想を定めるというよう

な、そんなステップになっております。 

         （２）の目標年度ということで、こちらの基本構想なんですけれども、お

おむね５年ごとに見直しをすることとなっておりまして、今年度その年に

当たっておりますので、言ってみたら定期見直しということになっており

ます。 

         この基本構想等で定められている制度なんですけれども、大きく分けて４

つありまして、農業経営基盤の強化の促進に関する事項ということで、地

域計画のことなどもここに書かれています。 

         あとは、効率的かつ安定的な経営体の育成ということで、認定農業者制度

に関すること、新たに農業経営を営もうとする青年等の育成ということで、

認定の新規の就農者に関することも書かれています。 

         あとは、最後に集積率等にも関わりまして、農用地の効率的かつ総合的な

利用に関する事項などがこの基本構想では定められているものでございま

す。 

         （４）の見直しの経過なんですけれども、今回５年に１度の定期見直しと

いうことで、進めているところでございます。 

         今回の見直しの考え方、基本的な方針なんですけれども、方向性なんです

が、これまで同様に、松本市の特性を踏まえながら、県の基本方針の変更

に沿って見直しを行っているものでございます。 

         では、１８ページご覧ください。 

         では、実際にどういったところを見直したのかということで、皆様のお手

元に新旧対照表もお配りしてあるので、細かい文言の変更等は、またそち

らを参考に見ていただきたいんですけれども、主な内容ということで、大
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きく分けて４つ、今回ご説明させていただきたいと思います。 

         まず１番が、効率的かつ安定的な経営の所得目標が見直しとなるというこ

と。それに伴いまして、農業経営の指標も変更となりました。 

         あとは、集積率の目標も、県のほうでは見直しを図ってくださいというこ

とであったんですけれども、今回は集積率の目標に関しましては変更はな

いということになっております。 

         一番最後に、利用権設定等促進事業ということで、今後使われなくなると

いうか、なくなるものでございますので、その件に関しては、関係する文

言全てが削除になっている。大きく分けて、この４つになっております。 

         では、実際にどういったところなのかということを見ていきたいんですけ

れども、５番に移りまして、まず第１ということで、こちらの原案でいき

ますと、１ページになります。別冊の原案資料でいきますと１ページにな

ります。 

         そちらの２番のところに効率的かつ安定的な農業経営についての目標とい

うものがあるんですけれども、こちらに主たる事業者１人当たりの年間所

得目標ということで、５５０万円ということで記されています。こちらが、

これまで５３０万円だったんですけれども、２０万円アップで５５０万円

ということで、こちらの算出方法なんですけれども、県のほうで、農業に

限った話ではなくて、他産業を含めた事業従事者の方の所得の目標を調べ

まして、平均を取りまして、それを当てはめていって、農業者の平均所得

の目標ということで、５５０万円ということで定めたものでございます。 

         次に行きまして、原案の２ページをご覧いただきたいんですけれども、３

番のところの新たに農業経営を営もうとする青年等の目標及び確保という

ことで、こちらの年間の所得目標２５０万円とあるんですけれども、認定

新規の就農者に関しましては、いきなり５５０万円目指してというのは、

ちょっと厳しいところがありますので、そういった方たちに関しましては、

まずは２５０万円を目標としましょうということで、こちらは今回の見直

しで所得の変更等がなく、これまで同様に２５０万円ということになって

おります。 

         次、４ページをご覧ください。 

         ２番に農業経営指標というものがあるんですけれども、こちらがですね、

先ほど所得の目標ということで５５０万円というものがあったんですけれ

ども、これを達成するためにどの程度の農業経営をしていけばいいのかと

いうような目安となる指標になっております。 

         こちらも、これまでは見直し前の５３０万円に沿った指標となっていたん

ですけれども、そちらが５５０万円にアップしたことによって、この指標

自体も少し数字が上がっているということになっております。 

         またちょっとページが飛ぶんですけれども、今度は１３ページをご覧くだ

さい。 

         こちらの１番に農用地の集積目標が示されているんですけれども、まずこ

の市の全体の目標ということで、６０％というものが定められています。

これ、県のほうから各市町村の全体の集積率の目標ということで示される



23 

数字がございまして、松本市は６０％ということになっております。 

         それを基にしまして、それぞれの地帯ごとに特性に沿ってパーセントを定

めていったものが、そちらに記してある数字になるんですけれども、これ

らに関しましても見直しは図られておらず、前回と同様な数字となってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

         一番最後なんですけれども、１５ページに行きまして、５番、農業経営基

盤強化促進事業に関する事項ということで、幾つか事業が示されているん

ですけれども、これまではここに利用権設定等促進事業というものが入っ

ていたんですが、それが全て削除となっております。 

         それに併せまして、この資料、別表があったんですけれども、その別表も

全て利用権設定等促進事業に関わるものだったので、別表を全て削除とい

うことになっております。 

         以上が今回の見直しの主な内容になります。 

         今回の資料の定期総会の資料の１９ページに今後の進め方というふうにあ

るんですけれども、まず今回の農業委員会のほうに意見聴取をさせていた

だいたんですけれども、並行しまして、ＪＡハイランドとＪＡあづみのほ

うにも意見聴取をしております。その結果を基に、基本構想の案を定めま

して、公告・縦覧をし、県へこういったふうに定めましたということで協

議をし、３月末までに公表する、そんな流れになっております。 

         すみません、説明は以上になります。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま農政課から説明がありました。 

         これより全ての委員の皆さんを対象に質問、ご意見等ありましたら、お伺

いいたします。 

         小林委員。 

 

小林農業委員   新人で、よく概要が分からないもんで、ちょっと質問の趣旨というか、そ

ういうのもあれなんですけれども、まず前回のときに地域計画策定に係る

意見聴取っていう、地域計画のこういう各名簿をもらったんですけれども、

その前のところに、地区ごとでこれは、私、岡田の農業委員ですので、岡

田のこの地域計画、いわゆる人・農地プランのものが多分示されていると

思うんだよね。 

         これを今度３月で説明されて、４月から実施するんですけれども、私が農

業委員になったのは８月ですので、そのときに１回、前の農業委員さんが

中心になって、一応農政課さんのほうからも来て、何か１０年後の地図だ

ね。その策定とか調査していくという方向は説明されたんですけれども、

そこに集まった人は、主に経営体というか、担い手の認定農業者の方が主

で、そんなに人数も多くなくて、それでこれから４月からその地域計画で

１０年先の農業を目指していくんですけれども、今、全体的にやっぱり少

子化だとか、担い手不足というのがやっぱり大きな課題と思うんですけれ

ども、そういう中で、後継者もいなくて、農地もどんどん減っていっちゃ
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うんだよね。優良農地は保っていかなきゃいけないんですけれども、そう

いう中で、岡田の関係で言えば、再生協というのもあるんですけれども、

その中には改良区というのは入ってないんだよね。主に岡田地区の果樹と

か野菜とか水稲、畜産はあまりないもんであれですけれども、そこで一応

その方向性みたいのを多分、再生協議会といえば、農協の理事さんが会長

になっているもんで、そっちがやっていくんだろうけれども、あんまりこ

れまで一応農協の会員なんかでも地域計画はそんなに出てこなくて、農協

のこれから３年間の何かプランというのは一応出ているんだけれども、そ

れを、農協のほうに地域プランとセットで、農協の方針も地域プランに近

いような要するに目標みたいなものを提起していってもらえばいいんです

けれども、そこを農政課のほうで主にやっていると思うんだよね。 

         だで、これから岡田地区でも、改良区とか再生協議会とか、認定農業者中

心になって、そこに農業委員も入っていくんですけれども、そういう協議

会ができればいいんだけれども、できなくて、このまんま農協主体で行く

って言うけれども、こういう地域計画を例えば変更したときに、誰が、再

生協議会でなるという、今回はなるわけだよね、農政課のほうでも。その

変更したのを農政課に届けるのかね。内容も、例えば農業委員と再生協議

会の会長と改良区とか…… 

 

議  長     小林さん、ちょっといいですか。 

 

小林農業委員   はい。 

 

議  長     ちょっとやっぱりまだ日が浅いし、そこら辺の整理の仕方がいろいろだと

思うんですが、この協議事項に掲げてあります１番の松本市農業経営基盤

の強化の促進に関する基本的な構想がこの議題なんですよね。 

         それで、地域計画と目標地図、また似て非なるもので、題目は同じような

ものでいて、同じような理解の仕方は違うだよね。 

         それで、今回は松本市における農業基盤の強化法なので、これが農政課の

今、当面指針を、先ほどの認定農業者とか、経営の指針を今つくった。こ

れでいいか。松本市の農政課ポジションの今の段階でいいという指針がこ

れ、我々へ意見を求められた内容です。 

         それ、前段でも僕の挨拶の中でも申し上げたし、今、川村補佐も申し上げ

たその人・農地プランから出発した地域計画、目標地図、これはやはり似

て非なるもんなんですよ。 

         これ、やはり我々は５年後、１０年後の目標地図を立てて、それをこの１

か月後に公告して、それに基づいた中のそれぞれ地域の計画を立てていく

というのが本来の姿なんですよね。 

         それとちょっと違うもんですから、今申し上げているこれ、農政課がビジ

ョンとして掲げたものの指標ですので、またその前段で申し上げたのは、

また３月でまたそれぞれ申し上げていきますので、またご理解願えばいい

と思うんですが、それと再生協というか、それぞれ地域になる各種の農業
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団体の在り方というのは、やはり我々もいろいろ考えていかなきゃいけな

いもんですから、それは思うんですが、ただ、今の議題とはちょっと離れ

ているもんですから、また違った場面で、またそういう今のご意見を伺え

ばというふうに思います。 

 

小林農業委員   はい。 

 

議  長     ということでいいですか。僕の今申し上げた内容でいいかどうかというこ

とをちょっと川村さん。 

 

川村（農政課）課長補佐 ありがとうございます。 

         地域計画等々、確かに再生協云々というものはありますけれども、また来

年、先月だったかご説明申しましたとおり、地域計画に対しましては、新

たに意向調査を取って、リスタートをかけていくと。そういった中で、ど

ういった話し方をしていくかというのは、また地域それぞれの特色も出る

と思いますけれども、取りあえずはほとんどの地域で再生協からスタート

するかと思います。 

         そんなこともまた今後、地域計画できたら、それっきりということじゃな

くて、また改めまして農業委員会のほうにもご説明、ご相談等をしていき

たいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長     またそれぞれ疑問点、もちろんおっしゃるのは構いませんので、どんどん

やってもらえばいいんですが、基本的に今回のこの協議事項の１番は、そ

ういった趣旨で、松本市の農政課が指針として表す数字、内容、果たして

この内容でいいかどうかっていう意見を賜る機会です。 

         この用途については、認定農業者もそうですし、新規就農者の関係も、先

ほど２５０万円の関係もありましたけれども、こんなことでいきたい。そ

れには、見直しで、これが農業委員会にこの方向でいいかどうかっていう

判断をしていただく内容です。 

         それがやっぱりＪＡハイランドもあづみも同じような数字をもって、同じ

ような資料でご意見を伺って、松本市の立てつけをしていくというのが趣

旨のことです。 

         ということで、この素案の別冊も含めまして、何か意見ございますか。 

         倉科さん。 

 

倉科農業委員   すみません、今回の改正の中の大きなところで、年間所得目標を５５０万

円にアップしているというところに関連して、ちょっとお聞きしたいとこ

ろがあるんですけれども、今回、法人だと１人当たり総支給額５５０万円

ということで、２０万円上がりました。これ、あれですよね。ちょっとこ

こにどこにも書いてないようなんですけれども、総支給額なんで、給与で

はなくて、福利費ですとか、厚生費とか、そういったものを多分足して、

従業員の数で割り返すと５５０万円以上になるようにということだと思う
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んですけれども、ちょっとその計算式がまた分かりましたら教えていただ

きたいと思っているのと、あとこの経営指標なんですが、軒並み１割から

２割ぐらいの面積をアップしないと、５５０万円達成しないから、こうい

う数字に調整をかけたのかなと思うんですけれども、１ページ目のところ

にまた戻ってあれなんですけれども、年間労働時間２，０００時間という

のを目標に据えている中で、面積２割上がって、労働時間を抑えられるの

かっていうところもちょっと疑問ではあるんですね。なので、経営指標の

ところは、５５０万円確保するためには、どうしても農産物上がってない

中で、面積増やすしかないんで、こういうことになると思うんですけれど

も、ちょっと現実と乖離してしまわないように、そこのところは改正の中

では十分注意をお願いしたいなと思っています。 

         それから、もう一点だけです。本冊原案の１３ページのところなんですけ

れども、こちらで農用地の集積に関する目標ということで掲げていただい

ております。これ、例えば梓川地域ですと６０％なんですが、現実問題は、

もう地域においてはもう７０％を超える集積率を達成しているような地区

もあったり、それぞれの地区の事情があると思いますけれども、この数値、

さっきもちょっと質問の中で出てあれなんですけれども、地域計画のとこ

ろとか、全部リンクしてくる数字であって、集積率の目標に向かってどう

いうふうにしますかというのが国の要件でいっぱい出てきちゃう中で、既

に達成しているものを書かれてしまうと、それに向けてやるために、これ

これこれを整備をするために必要なんだ、事業が必要なんだというところ

が言えなくなっちゃうもんですから、ちょっとこういったところで、この

集積の目標も、現実に即したものを見直していただく必要があるのかない

のかというところ、ほかの事業との関連を含めて、ちょっと検討いただい

た上で、改正していただければと思います。 

         以上です。 

 

議  長     望月さん、２点お願いします。 

 

望月（農政課）主任 まず、所得目標の５５０万円の算出方法なんですけれども、こちら、説

明の中で、県のほうで他業種の従事者の平均的な所得等を基に算出をした

ということでお伝えしたんですけれども、実際の数字をお伝えしますと、

長野県内での他産業も含めた平均的な生涯所得が約２億円ということにな

っております。その中で、主たる農業従事者として所得を得る正味期間と

いことで、３７．５年間というような数字も県のほうから示されています。

なので、この２億円を３７．５年間で割ると、大体５５０万円になるとい

うような算出方法になっております。 

 

議  長     川村補佐。 

 

川村（農政課）課長補佐 それでは、２番目のご質問のほうから私のほうでお答えさせていた

だきます。 
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         ４ページから、本冊じゃなくて、原案というほうの４ページから、おっし

ゃるとおりなんですよ。この組合せというのは本当に目安であって、県の

ほうで出してきたものを、全県これを使っているという状況が正直なとこ

ろでございます。 

         ただ、農政課のほうで今、認定農業者の認定業務を行っているんですが、

そのときには、実情に応じて積み上げをして、所得計算をはじいて、例え

ばここのところ、リンゴとかになっているんですけれども、５ページ２４

番のリンゴですね。ふじ５０アールとかあるんですけれども、何年生かな

んていうのは書いてないわけでして、これは３年生のものと１０年生のも

のは全然違いますというところもございますので、認定農業者の審査をす

る中での算定は、実情に応じたもので算定をいたしまして、かつその後、

県の普及のほうの担当のほうからチェックをかけてもらって、認定をして

いるという状況ですので、ここは、本当に申し訳ないんですけれども、目

安という形で捉えていただければいいかと思います。 

         それと、３点目、集積率の関係ですけれども、１３ページですかね。委員

さんおっしゃるとおりで、まさにそのとおりなんですけれども、実は、こ

ちら、県のほう、国も含めた中で協議したんですが、基本構想の集積率と

地域計画の集積率、特に目標なんですけれども、異なってもいいですかっ

ていう問いかけをしたところ、そこは別に基本構想に捉われなくてもいい

というふうな回答をいただいていますので、今後、特に補助金のひもづけ、

そういったところで、委員さんおっしゃるとおり、目標が現状よりも下回

っているなんていう状態では、何をもってそこの地域に機械とかを入れて

よくしていくかというのが成り立ちませんので、そこは必要に応じて地域

計画の目標数値を変えていくと、そういった形を取りたいと思います。 

 

倉科農業委員   ありがとうございました。 

         ちょっと戻っちゃって申し訳ないんですけれども、先ほどの５５０万円計

算するところの話なんですけれども、これ、認定農業者を申請して、受け

る際にも、こういったような計算して、出さなきゃいけない数字だったと

思うんですよ。 

         先ほどの説明では、全体の金があって、それを割って、これになったとい

うことなんですけれども、ちょっとここの出し方って、定められているも

のがある気がするので、ちょっとこれ、ご確認をいただければなと思って

います。 

         以上です。はい、分かりました。 

 

議  長     川村補佐。 

 

川村（農政課）課長補佐 ありがとうございます。 

         おっしゃるとおりです。特に基本となるものは、例えばハイランド農協さ

んですと、基本となる例えば何かの作物、何アールくらいは、平均では幾

らの所得というものが提示されていますし、倉科さんもご存じだと思うん
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ですけれども、県のほうの普及のほうでは、もう確実に積み上げ数字です

かね。機械損料とか、そういった人件費も積み上げていって、こうだって

数字がありますので、この辺、その観点もありまして、普及サイドのほう

でチェックをしていただいているところもありますので、また支障等があ

れば、当然変えていくべきだと思っておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いしたいと思います。 

 

議  長     いいですかね、倉科さん。 

 

倉科農業委員   はい。 

 

議  長     そういうことで、机上の空論なんてくくっちゃ申し訳ないが、それに近い

ものもどっかこうかあるということの中で、松本市の農政の目標という捉

えどころのポジションでいってもらいたいと思います。農家の皆さんが集

積率が上がらないから、補助金なりサポートを受けられないという場面に

ならないようなことのないようにするということを今、川村補佐からあり

ましたので、ぜひその辺のご理解をしていただきたいと思います。 

         柳澤さん。 

 

柳澤農業委員   倉科さんの２番目の質問にも関連しているんですけれども、この１３ペー

ジの農用地利用の集積に関する目標、これが一応この都市近郊地帯から中

山間地まで４つに大ぐくりして、それでその目標値を５５％以下３５％ま

で設定していますよね。これ、さっき倉科さん、地域によっては、もうこ

の目標値を上回っているという話も、私もいろいろ聞いたりしているんで

すけれども、実際問題として、これ、個々の地域ごとに現状の集積率が

何％だという数値は出ているんですよね。 

 

議  長     いいです、そこで。 

 

柳澤農業委員   いや、それで、私が聞きたいのは、例えば補助金との関係もあるんでしょ

うけれども、例えば中山間地帯で９地区ですか。９地区が一緒になって、

これ、全体として例えば目標値３５％というのを達成しなくちゃいかんと

いうこと、平均してと言ったらいいのかな。個々には、ばらばら、多分目

標値、集積率違いがあるんだけれども、平均してこの数字をクリアしたり

という意味なんでしょうか。 

         ちょっとそこは、現状がどうなっていて、目標値との乖離というか、それ

がちょっと見えないもんですから、こんな質問させてもらったんですけれ

ども。 

 

議  長     あれですかね。いいですか。基礎的な数字から行きますか。 

 

柳澤農業委員   多分、現状がどうなっているというのは、どっかで数字見たような記憶が
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あるんですよ。 

 

議  長     それで、グローバルなね、後ほど事務局のほうから話がありますけれども、

トータルの左側の４地帯は、それぞれ基準の地帯で、これは目標のための

数字だと思いますよ。 

         それで、今、柳澤さんがおっしゃるように、右のそれぞれのくくりの中で

も現状も違うし、目標も地図も当然違ってくると思います。 

         だから、それが今、さっきお二方のおっしゃったように、この数字が即独

り歩きして、例えば地域計画の中の計画の中で補助金が受けられないとか、

国のサポートが受けられないという事態にはこの数字だけでしないという

ことを農政ポジションでも、我々もそれは念頭に置きますので、あくまで

も目標のための数字とこの資料だという理解の下に読んでいっていただけ

ればいいと思います。 

         だから、その後、事務局的な話は、草田係長のほうからします。 

 

草田係長     こちらの１３ページの目標なんですが、また来月、最適化の来年度の目標

のときにご説明はしますが、松本市の最適化活動の集積率の目標というの

は、こちらの市の基本構想に掲げられた目標になるように、集積率の目標

をするようになっています。 

         なので、松本市全体として６０％達成ができるようにということで、ここ

のそれぞれのパーセントがなっていると思いますので、集積率が上がると

ころとなかなか難しいところがあるとは思いますが、市全体として６０％

になるように、そしてもう既に達成しているところについては、現状維持

していただきたいというふうに思っています。 

         以上です。 

 

議  長     結果的に、先ほどから何回も申し上げているとおり、この数字が当然、

個々の数字それぞれ出ていますので、それはやはり、我々は端的に言っち

ゃうと、給与にも影響するんだろうし、仕事のやりっぷりもね、評価の１

つの基準にもなるんだろうし、もっと細かい数字の中でね。それが、先ほ

どくどいように言っていますが、それ、農家に対する国のサポートなり、

市のサポートなり、県のサポートなりも当然それ、リンクしてきますので、

それには瑕疵のないような方策を取る。ただし、グローバルで見ると、こ

の方針で松本市農業っていうのは、当面数値なり文言では、これで行きた

いということの内容です。 

         柳澤さん。 

 

柳澤農業委員   くどいようなんですけれども、地域計画でいわゆる守るべき農地と言った

らいいのかな、要はちゃんと今後維持していこうというその農地に対する

集積率でいいんですか。つまり、農地の中には、地域計画に入ってこない、

そこから落っこっていく農地もありますよね。そういうところは、この集

積率を考えるときに、そこは外して考えていいということなんでしょうか。 
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議  長     川村補佐。 

 

川村（農政課）課長補佐 こっちの基本構想のほうじゃないお答えになっちゃうんですけれど

も、地域計画って、全て農地台帳に載っている農地を基本としているわけ

ですから、例えば地区、その地区の農地台帳に載っている全面積っていう

のが分母になります。そこで、担い手への集積がどのくらいの面積かって

言って、集積率を地域計画では出しています。 

         基本構想は、農業委員会のほうで出しているので、またちょっとやり方が

異なるかもしれないんですけれども、地域計画は市町村によっては、うち、

松本市は農地台帳に載っているものを基本全部やっているんですけれども、

ほかの市町村だと、農振農用地だけやっているっていう場合があるもんで、

分母が異なるんですよ。ですので、あくまでも今、松本市の例に例えると、

農地台帳に載っているのを分母、そのうち担い手が経営しているところを

分子、それで集積率を出す、そんな形になっております。 

 

柳澤農業委員   分かりました。 

 

議  長     いいですか。 

 

草田係長     基本構想の集積率について補足させていただきたいんですが、基本構想の

ここの集積率の目標は、農業委員会で出しているものではなくて、市で出

したものです。農業委員会では、最適化の集積率の目標としている、そう

いう順番ですので、お願いします。 

 

議  長     立てつけはそういうことでご理解願いたいと思います。 

         ほかに。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですかね。 

         これで松本市の農政としては、こういう構想とこういう数字で行くと。今、

それぞれお出しいただいた意見については、生かせるところは当然生かし

ていかなきゃいけない場面も出てくると思いますので、またご理解をお願

いしたいと思います。 

         それでは、集約いたします。 

         全ての委員の方に伺いますが、この件について、原案どおり決定すること

に賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［多数挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 
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         賛成多数ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         次に、報告事項のア、山林化農地に関する非農地判断の結果についてを議

題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         田中主事。 

 

田中主事     農業委員会事務局の田中です。よろしくお願いいたします。 

         山林化農地に関する非農地判断地の確定についてということで、資料の 

２０ページをお開きください。 

         着座で失礼いたします。 

         早速ですけれども、１番、本報告の要旨は、山林化、原野化を進める農地

として、今年度の非農地判断地を決定しましたので、皆さんに報告するも

のです。 

         ２、経過ですけれども、昨年１１月の定例総会にて実施方針のご報告して

以降、１月に入りまして、登記地目が田、畑の所有者へ事前の確認の通知

を送付しまして、異議等を申し出ていただく期間を設けました。 

         この異議等申し出ていただく期間には、１９筆、７名の所有者から非農地

判断には同意しないという申出がありました。理由としては、今後耕作を

する予定があるというものが多かったんですけれども、非農地判断に対す

るご理解をいただけないものも若干ありました。いずれにしましても、そ

れであれば管理はしっかりしていただきたいというような点はお伝えした

ところです。 

         続きまして、３番ですけれども、令和６年度は５５２筆、３１．８ヘクタ

ールを非農地として台帳から削除することとします。昨年は３６８筆、 

１９．２ヘクタールでしたので、ちょっと登記地目が山林、原野のところ

を加えた分、今年は多いものになっています。 

         地区別の詳細は２２ページ、所有者ごとの明細は２３ページ以降にござい

ますので、後ほどご確認をお願いいたします。 

         ４、今後の対応ですけれども、３月の上旬に、まず登記地目、山林、原野

の方に非農地通知をお送りいたします。下旬には、登記地目、田、畑の方

に非農地通知をお送りいたします。 

         ３月中に農地台帳から農地の登録を削除しますので、この処理を行うこと

によって、現地確認アプリですとか、農地ナビからはもう表示することが

できなくなってしまいます。 

         その後、非農地判断地は令和８年度からは現況に応じた課税区分に変わっ

ていきますし、青地は青地の除外手続が進んでいきます。山林となったと

ころは、森林の台帳に登載されることとなります。 

         簡単ですけれども、今年度の非農地判断についてのご報告は以上です。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま事務局から説明がありました。 
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         質問、ご意見ある方はお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、本件はただいまの説明のとおりですので、ご承知おきをお願い

いたします。 

         続きまして、報告事項のイ、令和６年度農地所有適格法人の要件等確認結

果についてを議題といたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         丸山さん。 

 

丸山事務員    農業委員会事務局の丸山です。 

         それでは、資料の３６ページをご覧ください。 

         着座にて失礼いたします。 

         令和６年度の農地所有適格法人の要件等確認結果について報告いたします。 

         今回の報告は、市内に農地を所有し営農している法人さんから提出された

年次報告について、農地適格法人の要件に適合するかの確認を行いました

ので、その結果について報告するものです。 

         確認対象の法人は５９法人おります。詳しくは資料の３９ページ、４０ペ

ージにてご確認をお願いいたします。 

         これらの法人から事業終了年度３か月以内に事務局に報告書をご提出いた

だきまして、毎年度、農地所有適格法人の要件を満たしているかの確認を

しております。 

         期限を経過しても報告のない法人が一定数おりましたので、報告依頼とし

て提出していただくように指導してまいりました。 

         農地所有適格法人の要件は、具体的に農地法の２条第３項に規定されてい

るもので、３６ページの５番、参考に記載がございます。 

         ５番の（１）、要件の中に４つありますア、法人形態要件、イ、事業要件、

ウとエの構成員要件、オの業務執行役員要件です。法人が農地を所有する

間は、これらの要件は継続して満たすように定められておりますので、毎

年報告書の提出を受けて、要件を確認しております。 

         ３番の令和６年度の提出の中の確認結果ですが、全５９法人中５５法人が

農地所有適格法人に求められる要件に適合していることが確認できました。

適合が確認できていない４法人については、いまだ提出がありませんので、

今後も引き続き報告書の提出を指導するようにしてまいります。 

         なお、○○さんは、令和６年９月に農地所有適格法人となりましたので、

報告書の提出期限がまだ来ておりません。次回の報告の際に確認すること

となります。 

         簡単ではございますが、今年度の農地所有適格法人の要件の確認につきま

しては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 
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         ただいま説明がありました。 

         質問、ご意見等ありましたら、お願いします。 

         塩原さん。 

 

塩原（俊）農業委員 すみません、この報告書の未提出の法人に対して、引き続き報告書の提

出を指導していますということなんですけれども、それが出てくれば、当

然適格要件の適格するということで丸になると思うんですけれども、未提

出だった場合には、この適格法人から外れるということですか。 

 

議  長     丸山さん、いいですか。 

 

丸山事務員    ありがとうございます。 

         すぐにというわけではなくて、こちらから何度か報告書の提出を通知やお

電話、必要があれば、法人さんのところに行って、まず報告書の提出を督

促して、この報告書の提出をお願いして、すぐには適格法人から除外をす

るというわけではなく、そういう形で、できるだけ適格法人であっていた

だきたいので、何度か督促をしていきたいという考えでいます。 

 

議  長     塩原委員。どうぞ。 

 

塩原（俊）農業委員 実は、３９ページの３３番、○○、この法人は和田の中にも相当農地を

借りて耕作しているんですよ。それで、この法人が適格法人から外れちゃ

うと、和田のほうの農地がどうなっちゃうのかなということで、ちょっと

心配しているんですけれども、そういうことにならないように督促をお願

いして、提出してもらうようにお願いしたいと思います。 

 

議  長     丸山さん、そのとおりなんですか。 

 

丸山事務員    通知でも督促いたしますし、お電話でも直接報告書の提出をお願いし、今

後も、もし必要あれば、○○さんのほうに訪問して、報告書を書いていた

だくようにっていうふうに指導していきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

議  長     小林さん。 

 

小林農業委員   その農地適格法人というのは、農地を利用権設定して借りる分には、適格

法人じゃなくてもいいわけだよね。ただ、所有権移転で取得する場合は、

適格法人じゃなきゃ駄目だということで、○○の場合は、多分和田のあれ、

外れても耕作はできるわけだね。 

 

議  長     そこまでいいですか。 

    適格化法人じゃなくても、利用権の設定は可能かどうか。 
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小林農業委員   可能だよね。 

 

議  長     可能。 

 

丸山事務員    可能です、はい。 

         適格法人でなくても、それ以外の法人であっても、貸借であれば、ほかの

法人さんでも可能なんですけれども、しっかり地域との調和を考えて、地

域の保全管理もそうですし、地域の農業の活性にも担っていただけるよう

にっていうような要件もあるんですけれども、適格法人にならずとも、農

地の貸借のみであれば、一般の法人でも可能です。 

 

議  長     いいですか。 

 

小林農業委員   和田でネギ作っているのもそうだよね。 

 

議  長     いいですか。法的にはそういうことで確認ということです。ただし、親切

なんだよね、基本的には。もちろん農地荒らしてはいないし、そういうこ

とで、ほったらかしにされないように。だで、今、丸山さんもそうだけれ

ども、それぞれ現実にやっている皆さんは、書類出てないが、書類出して

くれと、そういう働きかけをしています。 

         本来、許可権者なり我々の立場として、そこまで親切なのが本来の姿かと

いうのは多少疑問があるけれども、荒廃農地とか、今のそういう関係の中

で、できるだけ大事に使っていて、地域と一緒にやってもらいたいという

ことの中から、事務局の判断というか、我々の１つの判断として、書類出

してもらえるよう、正当なポジションの中でお願いしているということで

す。 

         塩原さん。 

 

塩原（秀）農業委員 農事組合法人は農業をやる法人ということだから、農地の貸し借りも売

買もできると思うんですけれども、ここに適格がついた場合は、どこが違

うだ。農事法人と適格農事法人の違いを教えてください。 

 

議  長     いい。 

         梓川の農業委員が答えます。 

 

倉科農業委員   すみません、僭越ですが、いわゆる今、農地所有適格法人というのは、法

改正前は農業生産法人という名前だったんです。名は体を表すということ

で、農地を所有することができる法人については、農地所有適格法人って

いうふうに名前が変わったっていうのが経過です。 

         ですので、先ほどから議論ありますとおり、一般の会社であっても、農地

をリース方式なり利用権設定なりで借りて営農することは、どんな法人さ
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んでも基本的には可能です。農地所有適格法人は、農地を会社が持つこと

ができるっていうふうに単純にご理解いただければいいかと思います。 

         以上です。 

 

議  長     県のそういう立場にいた人にアドバイスをいただきました。 

         いいですか、そういうくくり方で。 

 

丸山事務員    はい。 

 

議  長     いいですか、塩原さん。 

 

塩原（秀）農業委員 はい、分かりました。ありがとうございました。 

 

議  長     ほかに。松尾さん。 

 

松尾農業委員   単純な質問ですけれども、集積は、これはここに書いてない農業法人いま

すよね。それは入るんですか、集積に。入らないんですか。これに基づい

て集積しているんですか。 

 

議  長     それ、また担い手とかそういう問題…… 

 

草田係長     集積につきましては、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織などと

いうことになってきますので、その農地所有適格法人が認定農業者であれ

ば、集積に関わってくるということになります。 

 

松尾農業委員   はい、分かりました。ありがとうございました。 

 

議  長     ほかに。 

         よろしいですかね。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、本件については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご

承知おきをお願いいたします。 

         次に、報告事項のウ、令和７年度農業委員会行事予定（案）についてを議

題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     資料の４１ページお願いします。 

         要旨ですが、令和７年２月時点における来年度の松本市農業委員会の全体

行事予定（案）について報告をします。 
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         ２番の主な行事予定です。 

         定例総会ですが、４月、５月、７月、８月、９月、１０月、１月、３月の

総会には、農業委員のほか、推進委員の方にも出席をしていただきたいと

考えています。 

         ４月につきましては、年間の業務報告と業務計画案を審議いただきますの

で、出席をいただきたいと思います。 

         ５月は、最適化活動の点検評価がございます。 

         ７月につきましては、今度１０月に市長への意見書を提出する予定ですが、

その前に何度か推進委員さんの皆さんにもご意見をいただきたいと思って

いますので、こちらで意見書の案の提出して、意見をいただければと今の

段階では考えています。 

         ８月につきましては、移動農業委員会を予定しております。 

         ９月に先ほど申し上げた意見書の決定をしたいと思っています。 

         １０月ですが、１１月に意見書の市長との懇談会があります。その前の月

ということで、打合せも含めてお越しいただきたいと思っています。 

         １月ですが、新年会を予定しています。 

         ３月は、最適化の目標がございますので、こちらについて審議いただきた

いと思います。 

         （２）番、先ほど申し上げましたが、松本市農業施策に関する意見書とい

うことで、１０月３日金曜日に市長へ意見書を提出する予定になっていま

す。 

         また、市長との懇談会につきましては、１１月７日金曜日を予定していま

すので、お願いいたします。 

         （３）番、ブロック別研修会についてですが、例年８月頃に行われる利用

状況調査の前に、タブレットの操作方法について研修を予定しています。 

         ３のブロック活動については、新年度の活動内容について、現在、ブロッ

ク長を通じて取りまとめをお願いしています。各ブロック長の方は、３月

の総会までに計画書の提出をお願いいたします。 

         ４番、その他ですが、先ほども農政課のほうから説明がありましたが、農

地の利用権設定の窓口業務について、来年度から農業委員会事務局で行い

ます。これにより、農地法第３条のものと手続が一体化されて、申請先が

分かりやすくなるというものです。 

         なお、これまで相対契約で行っていた農地の利用権設定は、４月から利用

できなくなり、中間管理事業または農地法第３条の許可による手続になり

ます。この変更に伴って、作成する書類は変わりますが、相談窓口や手続

の流れについては、これまでと大きく変わらない予定になっています。ま

た、詳細につきましては、来月の総会でご案内をいたします。 

         ５番、７年度の行事予定（案）についてですが、４２ページ、４３ページ

になります。 

         一番近いところですと、４月１６日に松塩筑安曇農業委員会協議会定例総

会があります。協議会の代議員の方、役員の方、ブロック長、各種団体の

代表というと古畑委員になりますが、予定お願いいたします。 
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         先ほど申し上げましたが、１０月３日に農業施策に関する意見書を市長に

提出します。役員の方は予定をお願いします。 

         １１月７日、提出した意見書の内容について、市長と懇談会をお願いしま

す。農業委員、推進委員の皆様、予定をお願いいたします。 

         続いて、４３ページ、定例総会等の開催予定（案）になります。 

         ４月３０日の定例総会の後に懇親会を予定しています。市長、議長、委員

長の方にも出席をお願いする予定です。多くの委員の皆様のご参加をお願

いいたします。 

         ８月２８日ですが、移動農業委員会を予定しています。今年度は委員の改

選があったため行いませんでしたが、例年、市役所本庁舎を離れて定例総

会を開催しています。昨年度、令和５年度ですが、四賀地区で行い、その

際、梶原推進委員の圃場を視察させていただきました。来年度の移動農業

委員会につきましては、また改めてご案内したいと思います。 

         以上になります。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま事務局から説明がありました。 

         発言のある方はお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですか。 

         こういった方向で進みたいと思いますので、いろいろ行事立て込んでおり

ましたりしますが、何分ご協力をお願いします。 

         なければ、本件はただいま説明のとおりご承知おきをお願いいたします。 

         次に、報告事項のエ、主要会務報告並びに当面の予定についてを議題とい

たします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     ４４ページお願いします。 

         主要会務報告です。 

         ２月３日から４日、神奈川県へ県外視察研修として、農業委員１５名、推

進委員４名の方に参加をしていただきました。 

         ２月１２日、長野県農業会議正副会長会議に会長に出席をしていただきま

した。 

         ２月１７日、農業活性化推進研修会に委員と推進委員の方に出席をしてい

ただきました。 

         ２月２０日、長野県農業委員会女性協議会役員会及び研修会に二村委員に

出席をしていただいております。 

         ２月２１日、農地転用現地調査に矢嶋委員と細江委員に対応していただい

ております。 
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         ２月２１日、役員会を開催いたしました。 

         ２月２７日、ＪＡあづみ組合員代表者集会に会長に出席をしていただきま

した。 

         本日ですが、総会となっています。この後、各委員会が行われますので、

所属委員の方は出席をお願いいたします。 

         次のページ、当面の予定になります。 

         まず、こちらに記載がありませんが、３月５日に女性の農業委員会活動推

進シンポジウムが東京都であり、二村委員に出席をしていただく予定です。 

         続きまして、３月１１日、農業活性化シンポジウムが音楽文化ホールで開

催されます。この後、河西委員長から説明をしていただく予定です。 

         ３月１３日、長野県農業委員会女性協議会松本支部研修会があります。既

にご案内をしております。出席される方はよろしくお願いいたします。 

         ３月１８日、中信平右岸土地改良区６０周年記念式典に会長に出席をして

いただきます。 

         １９日、松塩筑安曇農業委員会協議会正副会長会議に会長に出席をしてい

ただきます。 

         ２１日、農地転用現地調査は、塩原俊昭委員と松尾委員です。よろしくお

願いいたします。 

         ２６日に長野県農業会議第１０回臨時総会に会長出席していただきます。 

         ３月の定例総会ですが、３月２７日ですので、よろしくお願いいたします。 

         以上です。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         何か委員の皆さんで質問、意見等あったら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、本件はただいまの説明のとおりなので、ご承知おき願います。 

         以上で報告事項は終了しました。 

         続きまして、その他の項目に入ります。 

         農業活性化シンポジウムについて、河西委員長から説明をしていただきま

す。 

 

河西情報・研修委員長 皆さんにお手元にチラシがあるかと思うのですが、ご覧ください。 

それをちょっと見ていただきたいと思います。農業委員さんの人ですね。 

         農業委員会主催で農業委員さん、推進委員さんに出席いただいて、「松本

市の農業の未来を語る会」と題しまして行います。 

         これは先月の総会でもちょっと説明させていただきましたが、発表者の

方々の内容が現在、上がってきています。どの方もすばらしい内容で、発

表に関しては、いいものができると確認しているところです。 

         ただ、それを聞く人がいないと、どんなにいい発表でも意味がないという

ところがあります。前段挨拶で会長もおっしゃいましたけれども、どなた
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か、じゃ行こうかなっていうときになったら、近くの方でも、農業者の方

でも結構です。農業やってない方でも結構です。一緒にちょっと楽しみな

がら参加してみようかという感じでも大丈夫です。もし開始時間等合わな

ければ、遅れてでも大丈夫です。このチラシには書いてないのですけれど

も、事前予約してなくても大丈夫です。 

このチラシをお配りいただく際に、当日参加でも大丈夫だよっていうこと

を一言申し添えていただければと思います。 

         この語る会をぜひ盛況にしたいと思いますので、皆さんのご協力をよろし

くお願いいたします。 

 

議  長     そういうことですので、趣旨をご理解していただくということを念頭にし

ておりますので、お願いします。 

         続きまして、農業農村支援センターから情報提供をお願いします。 

         山戸さん。 

 

山戸（松本農業農村支援センター）主査 皆様、大変お世話になっております。松本農業農村支

援センターの山戸と申します。よろしくお願いいたします。 

         情報提供なんですけれども、２枚の紙が松本農業委員会定例総会資料とい

うのであるかと思うんですけれども、こちらを見てください。 

         １枚目に概要を後ろにつけてあるものの話が書いてあるんですけれども、

１つ目は、向こう３か月の天候の見通しということで記載しております。

最近少し暑くなっているところがあるかと思うんですが、気温の変動、ま

だ激しいところであるんですが、一応３か月予報では高い見込みというふ

うになっております。降水量に関しては、平年並みの見込みということで

なっておりますんで、よろしくお願いします。 

         ２の春の用水の確保見込みについてというところなんですけれども、昨年、

おととしとちょっと用水が少ないということで、今年もちょっと不安に思

っている方もおられるということで、中信平の土地改良地区にダムの貯水

状況ということで確認させていただきまして、現在、貯水率が７８％とい

うことで、平年が８７なんで、少し少ないと感じるところかと思いますが、

気温が低く、雪解けが平年より遅くなっているためということでした。積

雪に関しては、昨年の２倍、おととしの３倍あるということですので、気

温が高くなってきましたら、雪が解けることで貯水率が上がると予想され

ますので、昨年、おととしのような心配は大丈夫かなというふうに見てい

ただければと思います。 

         ３つ目なんですけれども、後ろに案内つけてあるんですが、緑肥作物によ

る風食防止対策技術者研修会というものが来週の３月５日に朝日村を会場

して行われます。松本の南西部地域農地風食防止対策協議会ということで、

松本市のほうも協議会のメンバーに入っていただいているところではあり

ます。風食防止対策として、ライ麦ですとかをこれまでやっていただいて

いたかと思うんですけれども、それに代わるヘアリーベッチ、ハゼリソウ

といった新たな緑肥作物ですかね。こちら、減肥の効果とかもあるものも



40 

あるので、そちらに関するお話ですとかをさせていただきます。取組拡大

のために、農業者の皆様を対象とした研修会ということなので、まだまだ

参加いただけるような枠がありますので、ぜひともお申込みいただければ

と思います。 

         最後、失礼しました。３番になっていますね。４つ目なんですけれども、

長野県で独自に作成する「信州の地域に広がる有機農業スタートブック

（案）」についてということなんですけれども、こちらは有機農業を効果

的に推進するためには、生産者と消費者が両方有機農業の価値を共有して

いくことが大切ということで、こちら、参加型認証というふうな書き方を

してあるんですけれども、地域と生産者の関わりをつなげるための取組を

していこうというようなスタンスで書かれているものになります。取組の

ためにどういったポイントが必要かということを県として作成してまとめ

たものが、この有機農業スタートブック（案）ということで記載されてお

りますので、ちょっと興味ある方はぜひ見ていただいて、ご意見、ここの

部分が分かりにくいですとか、こうしたほうがいいといった意見をお返し

いただければと思います。 

         注意事項なんですけれども、電話ですとか口頭での意見は、ちょっと受け

付けてないといことですので、申し訳ありませんが、メールですとかファ

クス、ウェブですとか、はがきという形で対応していただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

         あと、こちらには記載されてないんですけれども、最近また野焼きですと

か、あぜの草の焼くの、スタートしているかと思うんですけれども、風の

強い日ですとか、ぜひとも注意、風の強い日はやらないようにということ

ですね。本日の午前中も、ちょっと服穴空いちゃったよという笑い話を聞

いたところだったんですけれども、その程度ならいいんですけれども、事

故ですとかあると大変ですので、そういうところを注意していただくよう

に、皆様、よろしくお願いいたします。 

         以上となります。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         この件、何かありますか。 

         上條信太郎委員、コメントは。３０秒、それじゃ。 

 

上條農業委員   水が今、出てないという話がありましたけれども、本当に寒くて、例年だ

と、今頃、梓川水系に流入量は１１トン、毎秒１１トンですけれども、今

のところ、その半分の５トン台というところであります。 

         あとは、ここに資料にあるとおりでありまして、春先の田植には、もう全

然心配ないということで、おとといも中信平の総会では報告したところで

あります。 

         秋については、例年どおり、どうなるか分かりませんので、５％の取水制

限を実施していくということで、ダムのほうにその分だけ残っておくとい

う、そういう方針でおります。 
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         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、事務局から連絡事項をお願いします。 

         草田係長。 

 

草田係長     お願いします。 

         この後、農業振興委員会を視聴覚室、情報・研修委員会を音楽室で行う予

定です。こちらの会場につきましては、総会終わり次第、片づけを行いま

すので、各委員会のほうには速やかに移動をお願いいたします。 

         また、本日、当日配付ということで、「信頼される農業委員会であるため

に」という資料を配付してあります。今後の委員会の活動をしていく際に

注意していただく事項を記載してありますので、ご一読をお願いいたしま

す。 

         それと、県外視察研修の会計報告をお願いします。 

 

上條局長補佐   情報・研修委員会の事務局をしている上條です。 

         情報・研修委員会の事業の１つである県外視察研修の会計報告ということ

で、今日、皆様方の机に１枚物で会計報告を置いてありますので、説明さ

せていただきます。 

         期日ですけれども、先ほども主要会務報告でありました２月３日から４日

の１泊２日、横浜市にあります根っこ塾と横須賀のすかなごっそという大

型直売所施設に職員２名含めて２１名で視察に行ってまいりました。 

         ４番目の収支ですけれども、ここにはバスの借上げがございませんけれど

も、バスの借上げも別途でもう支払いしてありますので、皆様方からの収

入、費用弁償と職員の普通旅費の金額から今回支出した分、ホテル代と旅

行会社に支払った分等を差し引きますと、１４万１，４６６円、不足とな

りました。５番目の不足金への充当ということで、職員も含めて２１名、

６，７３６円をまた報酬のほうから差し引かせていただきながら、差金は

職員が１０円負担するような形で合わせていきたいと思っております。 

         １週間以内に、欠席された４名の方はキャンセル料がかかりますので、こ

こには記載されておりませんけれども、また別途計算して、報酬のほうか

ら差引きをさせていただきたいと思っております。 

         こちらの視察研修も活動実績となりますので、出席された方は活動実績と

してください。また先ほど河西委員長が言われたように、農業活性化シン

ポジウムも活動実績となりますので、ぜひ知人の方にチラシを配って周知

を図ったというのも１日の実績になりますし、当日、シンポジウムに参加

したことも実績となりますので、ぜひ皆さん、２０枚ほど皆様方にカラー

コピーのものは渡してありますので、知人などにお配りいただいて、多く

の方に予約なしでも来ていただけるように、小ホールのほうにご案内いた

だければと思います。 

         以上で視察研修の会計報告を終わらせていただきます。 
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草田係長     本日配付した追加資料などは、各地区でお持ちいただき、会議結果と併せ

て欠席委員におつなぎいただけると助かります。 

         また、該当地区の委員に事前にお送りしました農地法申請書類の原本です

が、机の上にそのまま置いてお帰りください。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         その他、全体を通じまして委員の皆さん、何かこの機会、発言在りました

ら、お願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     以上で本日の案件は終了いたしました。 

         円滑な議事進行にご協力ありがとうございました。 

         議長を退任させていただきます。 

 

14 閉  会 

 

 

  以上この議事録が正確であることを証します。 

 

              松本市農業委員会 

 

          農業委員会会長                         

 

          議事録署名人 １６番                      

 

          議事録署名人 １７番                      


